
１ 　 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（ 1 ） 有価証券（ 株式形態の外部出資を含む） の評

価基準及び評価方法

１ ） 満期保有目的の債券： 償却原価法（ 定額法）

２ ） 子会社株式　 　 　 　 ： 移動平均法によ る 原価法

３ ） その他有価証券

　 　 時価のある も の： 時価法（ 評価差額は全部純資

産直入法によ り 処理し 、 売却

原価は移動平均法によ り 算定）

　 　 市場価格のない株式等： 移動平均法によ る 原価法

（ 2 ） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

購買品

・ 肥料、 農薬、 飼料等については総平均法によ る 原

価法（ 貸借対照表価額は、 収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

・ 農機製品等については個別法によ る 原価法（ 貸借

対照表価額は、 収益性の低下に基づく 簿価切下げ

の方法）

・ その他の購買品については売価還元法によ る 原価

法（ 貸借対照表価額は、 収益性の低下に基づく 簿

価切下げの方法）

その他の棚卸資産

・ 個別法によ る 原価法

（ 3 ） 固定資産の減価償却の方法

①　 有形固定資産

　 　 建物（ 建物附属設備を 除く ）

　 　 ａ ） 平成10年３ 月31日以前に取得し たも の

　 　 　 　 　 旧定率法

　 　 ｂ ） 平成10年４ 月１ 日から 平成 19年３ 月31日

ま でに取得し たも の

　 　 　 　 　 旧定額法

　 　 ｃ ） 平成19年４ 月１ 日以降に取得し たも の

　 　 　 　 　 定額法

　 　 建物（ 建物附属設備を 除く ） 以外

　 　 ａ ） 平成19年３ 月31日以前に取得し たも の

　 　 　 　 　 旧定率法

　 　 ｂ ） 平成19年４ 月１ 日以降に取得し たも の

　 　 　 　 　 定率法

　 　 ｃ ） 平成28年４ 月１ 日以降に取得し た 建物附

属設備及び構築物

　 　 　 　 　 定額法

なお、 耐用年数およ び残存価額については、 法

人税法に規定する 方法と 同一の基準によ っていま

す。 ま た、 取得価額が 30万円未満の少額減価償

却資産については、 法人税法の規定に基づき 、 全

額費用処理を 行っ ていま す。
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１ ） 満期保有目的の債券： 償却原価法（ 定額法）

２ ） その他有価証券

　 　 時価のある も の： 時価法（ 評価差額は全部純資

産直入法によ り 処理し 、 売却

原価は移動平均法によ り 算定）

　 　 市場価格のない株式等： 移動平均法によ る 原価法

（ 2 ） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

購買品

・ 肥料、 農薬、 飼料等については総平均法によ る 原

価法（ 貸借対照表価額は、 収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

・ 農機製品等については個別法によ る 原価法（ 貸借

対照表価額は、 収益性の低下に基づく 簿価切下げ

の方法）

・ その他の購買品については売価還元法によ る 原価

法（ 貸借対照表価額は、 収益性の低下に基づく 簿

価切下げの方法）

加工・ 利用事業棚卸資産

・ 原材料、 仕掛品については、 総平均法によ る 原価

法（ 貸借対照表価額は、 収益性の低下に基づく 簿

価切下げの方法）

その他の棚卸資産

・ 個別法によ る 原価法（ 貸借対照表価額は、 収益性

の低下に基づく 簿価切下げの方法）

（ 3 ） 固定資産の減価償却の方法

①　 有形固定資産

　 　 建物（ 建物附属設備を除く ）

　 　 ａ ） 平成10年３ 月31日以前に取得し たも の

　 　 　 　 　 旧定率法

　 　 ｂ ） 平成10年４ 月１ 日から 平成 19年３ 月31日

ま でに取得し たも の

　 　 　 　 　 旧定額法

　 　 ｃ ） 平成19年４ 月１ 日以降に取得し たも の

　 　 　 　 　 定額法

　 　 建物（ 建物附属設備を除く ） 以外

　 　 ａ ） 平成19年３ 月31日以前に取得し たも の

　 　 　 　 　 旧定率法

　 　 ｂ ） 平成19年４ 月１ 日以降に取得し たも の

　 　 　 　 　 定率法

　 　 ｃ ） 平成28年４ 月１ 日以降に取得し た 建物附

属設備及び構築物

　 　 　 　 　 定額法

　 　 なお、 耐用年数およ び残存価額については、 法

人税法に規定する 方法と 同一の基準によ っていま

す。

４ ． 注記表
前年度（ 令和３ 年度）

令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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②　 無形固定資産

　 　 　 定額法

（ 4 ） 引当金の計上基準

①　 貸倒引当金

貸倒引当金は、 あら かじ め定めている 資産査定

規程、経理規程及び資産の償却・ 引当規程に則り 、

次のと おり 計上し ていま す。

破産、 特別清算等法的に経営破綻の事実が発生

し ている 債務者に係る 債権及びそれと 同等の状況

にある 債務者に係る 債権については、債権額から 、

担保の処分可能見込額及び保証によ る 回収可能見

込額を 控除し 、 その残額を計上し ていま す。

ま た、 現在は経営破綻の状況にないが、 今後経

営破綻に陥る 可能性が大き いと 認めら れる 債務者

に係る 債権については、 債権額から 担保の処分可

能見込額及び保証によ る 回収が可能と 認めら れる

額を控除し 、 その残額のう ち、 債務者の支払能力を

総合的に判断し て必要と 認めら れる 額を計上し てい

ま す。 なお、 10百万円以下の債権については、 過

去の一定期間における 貸倒実績から 算出し た貸倒

実績率等に基づき 算出し た金額を計上し ています。

上記以外の債権については、 主と し て今後の予

想損失額を見込んで計上し ており 、予想損失額は、

貸倒実績率の過去の一定期間における 平均値に基

づき 損失率を 求め、 こ れに将来見込み等必要な修

正を加えて算定し ており ま す。

すべての債権は、 資産査定規程に基づき 、 資産

査定部署が資産査定を実施し 、 当該部署から 独立

し た査定監査部署が査定結果を監査し ており 、 そ

の査定結果に基づいて上記の引当を行っていま す。

②　 賞与引当金

職員に対し て 支給する 賞与の支出に充て る た

め、 支給見込額のう ち当事業年度負担分を計上し

ていま す。

③　 退職給付引当金

職員の退職給付に備える ため、 当事業年度末に

おける 退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き 、 計上し ていま す。

ａ ） 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり 、 退職給付見込

額を 当事業年度ま での期間に帰属さ せる 方法に

ついては、 期間定額基準によ っ ていま す。

ｂ ） 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、 各事業年度の

発生時における 職員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（ 10年） によ る 定額法によ り 按分

し た額を 、 それぞれ発生の翌事業年度から 費用
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実績率等に基づき 算出し た金額を計上し ています。

上記以外の債権については、 主と し て今後の予

想損失額を 見込んで計上し ており 、予想損失額は、

貸倒実績率の過去の一定期間における 平均値に基

づき 損失率を求め、 こ れに将来見込み等必要な修

正を加えて算定し ており ま す。

すべての債権は、 資産査定規程に基づき 、 資産

査定部署が資産査定を実施し 、 当該部署から 独立

し た査定監査部署が査定結果を監査し ており 、 そ

の査定結果に基づいて上記の引当を行っていま す。

②　 賞与引当金

職員に対し て 支給する 賞与の支出に充て る た

め、 支給見込額のう ち当事業年度負担分を計上し

ていま す。

③　 退職給付引当金

職員の退職給付に備える ため、 当事業年度末に

おける 退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き 、 計上し ていま す。

ａ ） 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり 、 退職給付見込

額を 当事業年度ま での期間に帰属さ せる 方法に

ついては、 期間定額基準によ っ ていま す。

ｂ ） 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、 各事業年度の

発生時における 職員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（ 10年） によ る 定額法によ り 按分

し た額を 、 それぞれ発生の翌事業年度から 費用

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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処理する こ と と し ていま す。

④　 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、 役員退職慰

労金規程に基づく 期末要支給額を計上し ています。

⑤　 外部出資等損失引当金

当組合の外部出資先への出資に係る 損失に備え

る ため、 出資形態が株式のも のについては有価証

券の評価と 同様の方法によ り 、 必要と 認めら れる

額を計上し ていま す。

⑥　 災害損失引当金

令和４ 年３ 月に発生し た福島県沖地震およ びそ

の余震の災害に伴う 復旧費用等の支出に備える た

め、 その見積り 額を計上し ていま す。

（ 5 ） 収益及び費用の計上基準

①　 フ ァ イ ナン ス ・ リ ース 取引（ 貸手） に係る 収益

の計上基準

リ ース 料受取時に収益と 費用を計上する 方法に

よ っていま す。

②　 当組合は、「 収益認識に関する 会計基準」（ 企業

会計基準第29号2020年３ 月31日改正） 及び「 収益

認識に関する 会計基準の適用指針」（ 企業会計基準

適用指針第30号2021年３ 月26日） を適用し ており 、

約束し た財又はサービスの支配が利用者等に移転し

た時点で、 も しく は、 移転するにつれて当該財又は

サービスと 交換に受け取ると 見込まれる 金額で収益

を認識し ており ます。

主要な事業における 主な履行義務の内容及び収

益を認識する通常の時点は以下のと おり であり ます。

ア　 購買事業

農業生産に必要な資材と 生活に必要な物資を共

同購入し 、 組合員に供給する 事業であり 、 当組合

は利用者等と の契約に基づき 、 購買品を 引き 渡す

義務を 負っており ま す。 こ の利用者等に対する 履

行義務は、 購買品の引き 渡し 時点で充足する こ と

から 、 当該時点で収益を認識し ており ま す。

イ 　 販売事業

組合員が生産し た農畜産物を当組合が集荷し て

共同で業者等に販売する 事業であり 、 当組合は利

用者等と の契約に基づき 、 販売品を引き 渡す義務

を 負っ ており ま す。 こ の利用者等に対する 履行義

務は、販売品の引き 渡し 時点で充足する こ と から 、

当該時点で収益を 認識し ており ま す。

ウ 　 保管事業

組合員が生産し た米・ 麦・ 大豆等の農産物を保

処理する こ と と し ていま す。

④　 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、 役員退職慰

労金規程に基づく 期末要支給額を計上し ています。

⑤　 外部出資等損失引当金

当組合の外部出資先への出資に係る 損失に備え

る ため、 出資形態が株式のも のについては有価証

券の評価と 同様の方法によ り 、 必要と 認めら れる

額を計上し ていま す。

⑥　 災害損失引当金

令和３ 年２ 月、 令和４ 年３ 月に発生し た福島県

沖地震およ びその余震の災害に伴う 復旧費用等の

支出に備える ため、 その見積も り 額を 計上し てい

ま す。

（ 5 ） 収益及び費用の計上基準

①　 フ ァ イ ナンス ・ リ ース 取引（ 貸手） に係る 収益

の計上基準

リ ース 料受取時に収益と 費用を 計上する 方法に

よ っていま す。

②　 当組合の利用者等と の契約から 生じ る 収益に関

する 主要な事業における 主な履行義務の内容及び

収益を 認識する 通常の時点は以下のと おり であり

ま す。

ア　 購買事業

農業生産に必要な資材と 生活に必要な物資を共

同購入し 、 組合員に供給する 事業であり 、 当組合

は利用者等と の契約に基づき 、 購買品を 引き 渡す

義務を 負っ ており ま す。 こ の利用者等に対する 履

行義務は、 購買品の引き 渡し 時点で充足する こ と

から 、 当該時点で収益を認識し ており ま す。

イ 　 販売事業

組合員が生産し た農畜産物を当組合が集荷し て

共同で業者等に販売する 事業であり 、 当組合は利

用者等と の契約に基づき 、 販売品を引き 渡す義務

を負っ ており ま す。 こ の利用者等に対する 履行義

務は、販売品の引き 渡し 時点で充足する こ と から 、

当該時点で収益を 認識し ており ま す。

ウ 　 保管事業

組合員が生産し た米・ 麦・ 大豆等の農産物を保

管・ 管理する 事業であり 、 当組合は利用者等と の

契約に基づき 、 役務提供する 義務を負っ ており ま

す。 こ の利用者等に対する 履行義務は、 農産物の

保管期間にわたっ て充足する こ と から 、 当該サー

ビ ス の進捗度に応じ て収益を 認識し ており ま す。

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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管・ 管理する 事業であり 、 当組合は利用者等と の

契約に基づき 、 役務提供する 義務を 負っ ており ま

す。 こ の利用者等に対する 履行義務は、 農産物の

保管期間にわたっ て充足する こ と から 、 当該サー

ビ ス の進捗度に応じ て収益を 認識し ており ま す。

エ　 加工事業

組合員が生産し た農畜産物を原料に、 加工食品

等を製造し て販売する 事業であり 、 当組合は利用

者等と の契約に基づき 、 加工し た商品を 引き 渡す

義務を 負っており ま す。 こ の利用者等に対する 履

行義務は、 販売品の引き 渡し 時点で充足する こ と

から 、 当該時点で収益を 認識し ており ま す。

オ　 利用事業

カン ト リ ーエレ ベータ 一・ ラ イ ス セン タ ー・ 育

苗セン タ ー・ 共同選果場・ 農産物等の施設を設置

し て、 共同で利用する 事業であり 、 当組合は利用

者等と の契約に基づき 、 役務提供する 義務を負っ

ており ま す。 こ の利用者等に対する 履行義務は、

各種施設の利用が完了し た時点で充足する こ と か

ら 、 当該時点で収益を認識し ており ま す。

カ　 指導事業

組合員の営農にかかる 各種相談・ 研修・ 経理

サービ ス を提供する 事業であり 、 当組合は利用者

等と の契約に基づき 、 役務提供する 義務を負っ て

おり ま す。 こ の利用者等に対する 履行義務は、 主

にサービ ス の提供が完了し た時点で充足する こ と

から 、 当該時点で収益を 認識し ており ま す。

（ 6 ） リ ース取引の処理方法

リ ース 物件の所有権が借主に移転する と 認めら れ

る も の以外のフ ァ イ ナン ス ･ リ ース 取引のう ち、 会

計基準適用初年度開始前に取引を行っ たも のについ

ては、 通常の賃貸借取引に係る 方法に準じ た会計処

理によ っ ていま す。

（ 7 ） 消費税等の会計処理

消費税およ び地方消費税の会計処理は、 税抜方式

によ っていま す。

ただし 、 固定資産に係る 控除対象外消費税等は雑

資産に計上し 、 ５ 年間で均等償却を行っていま す。

（ 8 ） 記載金額の端数処理

記載金額は、千円未満を切り 捨てて表示し ており 、

金額千円未満の科目又は項目については「 ０ 」 で表

示し ていま す。

（ 9 ） その他計算書類等の作成のための基本と なる

重要な事項

①　 事業別収益・ 事業別費用の内部取引の処理方法

エ　 加工事業

組合員が生産し た農畜産物を原料に、 加工食品

等を製造し て販売する 事業であり 、 当組合は利用

者等と の契約に基づき 、 加工し た商品を 引き 渡す

義務を 負っ ており ま す。 こ の利用者等に対する 履

行義務は、 販売品の引き 渡し 時点で充足する こ と

から 、 当該時点で収益を認識し ており ま す。

オ　 利用事業

カン ト リ ーエレ ベータ 一・ ラ イ ス セン タ ー・ 育

苗セン タ ー・ 共同選果場・ 農産物等の施設を 設置

し て、 共同で利用する 事業であり 、 当組合は利用

者等と の契約に基づき 、 役務提供する 義務を 負っ

ており ま す。 こ の利用者等に対する 履行義務は、

各種施設の利用が完了し た時点で充足する こ と か

ら 、 当該時点で収益を 認識し ており ま す。

カ　 介護事業

要介護者を対象にし た訪問介護・ ケアプラ ン作

成・ 福祉用具販売、 貸与等の介護保険事業や高齢

者生活支援事業であり 、 当組合は利用者等と の契

約に基づき 、役務提供する 義務を負っ ており ま す。

こ の利用者等に対する 履行義務は、 サービ ス の提

供が完了し た時点で充足する こ と から 、 当該時点

で収益を認識し ており ま す。

キ　 指導事業

組合員の営農にかかる 各種相談・ 研修・ 経理

サービ ス を 提供する 事業であり 、 当組合は利用者

等と の契約に基づき 、 役務提供する 義務を負って

おり ま す。 こ の利用者等に対する 履行義務は、 主

にサービ ス の提供が完了し た時点で充足する こ と

から 、 当該時点で収益を認識し ており ま す。

（ 6 ） リ ース取引の処理方法

リ ース 物件の所有権が借主に移転する と 認めら れ

る も の以外のフ ァ イ ナン ス ･ リ ース 取引のう ち、 会

計基準適用初年度開始前に取引を行ったも のについ

ては、 通常の賃貸借取引に係る 方法に準じ た会計処

理によ っ ていま す。

（ 7 ） 消費税等の会計処理

消費税およ び地方消費税の会計処理は、 税抜方式

によ っていま す。

ただし 、 固定資産に係る 控除対象外消費税等は雑

資産に計上し 、 ５ 年間で均等償却を 行っていま す。

（ 8 ） 記載金額の端数処理

記載金額は、千円未満を切り 捨てて表示し ており 、

金額千円未満の科目又は項目については「 ０ 」 で表

示し ていま す。

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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当組合は、 事業別の収益及び費用について、 事

業間取引の相殺表示を行っており ま せん。 よ って、

事業別の収益及び費用については、 事業間の内部

取引も 含めて表示し ており ます。

ただし 、 損益計算書の事業収益、 事業費用につ

いては、 農業協同組合法施行規則にし たがい、 各事

業間の内部損益を除去し た額を記載し ており ます。

②　 米共同計算

当組合は生産者が生産し た農作物を無条件委託

販売によ り 販売を 行い、 販売代金と 販売に要する

経費を プール計算する こ と で生産者に支払いをす

る 共同計算を 行っ ており ま す。

そのう ち、 米については販売をＪ Ａ が行いプー

ル計算を行う 「 Ｊ Ａ 共同計算」 及び販売を当組合

が再委託し た全国農業協同組合連合会宮城県本部

が行い、県域でプール計算を行う「 県域共同計算」

を 行っ ており ま す。

共同計算の会計処理については、 貸借対照表の

経済受託債権に、 受託販売について生じ た委託者

に対する 立替金及び販売品の販売委託者に支払っ

た概算金、 仮精算金を 計上し ており ま す。

ま た、 経済受託債務に、 受託販売品の販売代金

（ 前受金を 含む） を計上し ており ま す。

共同計算にかかる 収入（ 販売代金等） と 支出

（ 概算金、 販売手数料、 倉庫保管料、 運搬費等）

の計算を行い、 当組合が受け取る 販売手数料を控

除し た残額を 精算金と し て生産者に支払った時点

において、 経済受託債権及び経済受託債務の相殺

後の経済受託債務残高を減少する 会計処理を 行っ

ており ま す。

③　 預託家畜

当組合は、 預託家畜事業を 実施し ており 、 預託

家畜の所有権を組合に留保する 売買契約を締結し

ており ま す。

預託家畜については、 組合が組合員に売り 渡す

か、 組合員が組合の承諾を得て他に転売する ま で

の間は組合が所有権を 留保し 、 転売し た時点、 又

は代金等を弁済し た時点で組合員に所有権が移転

する も のと し 、 飼育管理の責任は組合員にある も

のと し ており ま す。

組合員が飼育し ている 素牛の預託家畜売買代金

相当額については、 当組合の貸借対照表の経済事

業資産に計上し ており ま す。

当組合は、 経済事業資産に計上する 預託家畜売

買代金に関し 所定の金利を受け取り 、 利息相当額

は損益計算書の販売事業収益に計上し ており ま す。

④　 当組合が代理人と し て関与する 取引の損益計算

書の表示について

購買事業収益のう ち、 当組合が代理人と し て購

（ 9 ） その他計算書類等の作成のための基本となる

重要な事項

①　 事業別収益・ 事業別費用の内部取引の処理方法

当組合は、 事業別の収益及び費用について、 事

業間取引の相殺表示を 行っており ま せん。

よ っ て、 事業別の収益及び費用については、 事

業間の内部取引も 含めて表示し ており ま す。

ただし 、 損益計算書の事業収益、 事業費用につ

いては、 農業協同組合法施行規則にし たがい、 各事

業間の内部損益を除去し た額を記載し ており ます。

②　 米共同計算

当組合は生産者が生産し た農作物を無条件委託

販売によ り 販売を 行い、 販売代金と 販売に要する

経費を プール計算する こ と で生産者に支払いをす

る 共同計算を行っ ており ま す。

そのう ち、 米については販売を Ｊ Ａ が行いプー

ル計算を行う 「 Ｊ Ａ 共同計算」 及び販売を当組合

が再委託し た全国農業協同組合連合会宮城県本部

が行い、県域でプール計算を行う「 県域共同計算」

を行っ ており ま す。

共同計算の会計処理については、 貸借対照表の

経済受託債権に、 受託販売について生じ た委託者

に対する 立替金及び販売品の販売委託者に支払っ

た概算金、 仮精算金を 計上し ており ま す。

ま た、 経済受託債務に、 受託販売品の販売代金

（ 前受金を 含む） を計上し ており ま す。

共同計算にかかる 収入（ 販売代金等） と 支出

（ 概算金、 販売手数料、 倉庫保管料、 運搬費等）

の計算を行い、 当組合が受け取る 販売手数料を控

除し た残額を精算金と し て生産者に支払った時点

において、 経済受託債権及び経済受託債務の相殺

後の経済受託債務残高を減少する 会計処理を 行っ

ており ま す。

③　 預託家畜

当組合は、 預託家畜事業を 実施し ており 、 預託

家畜の所有権を組合に留保する 売買契約を締結し

ており ま す。

預託家畜については、 組合が組合員に売り 渡す

か、 組合員が組合の承諾を得て他に転売する ま で

の間は組合が所有権を 留保し 、 転売し た時点、 又

は代金等を 弁済し た時点で組合員に所有権が移転

する も のと し 、 飼育管理の責任は組合員にある も

のと し ており ま す。

組合員が飼育し ている 素牛の預託家畜売買代金

相当額については、 当組合の貸借対照表の経済事

業資産に計上し ており ま す。

当組合は、 経済事業資産に計上する 預託家畜売

買代金に関し 所定の金利を受け取り 、 利息相当額は

損益計算書の販売事業収益に計上し ており ます。

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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買品の供給に関与し ている 場合には、 純額で収益

を 認識し て、購買手数料と し て表示し ており ま す。

ま た、 販売事業収益のう ち、 当組合が代理人と し

て販売品の販売に関与し ている 場合には、 純額で

収益を 認識し て、 販売手数料と し て表示し ており

ま す。

２ 　 会計方針の変更に関する注記
（ 1 ） 収益認識に関する会計基準等の適用

組合は、「 収益認識に関する 会計基準」（ 企業会計

基準第29号 2020年３ 月31日。 以下「 収益認識会計

基準」 と いう 。） 及び「 収益認識に関する 会計基準

の適用指針」（ 企業会計基準適用指針第30号 2021年

３ 月26日） を当事業年度の期首から 適用し 、 約束し

た財又はサービ ス の支配が利用者等に移転し た時点

で、 当該財又はサービ ス と 交換に受け取る と 見込ま

れる 金額で収益を認識する こ と と いたし ま し た。

収益認識会計基準等の適用によ る 主な変更点は以

下のと おり です。

①　 収益の計上時期の変更

販売事業の一部の取引において、 従来は、 仕切

り 書が到達し た 時点で収益を 認識し て いま し た

が、 販売品の引き 渡し 時点で収益を 認識する 方法

に変更し ており ま す。

②　 代理人取引に係る 収益認識

財又はサービ ス を利用者等に移転する 前に支配

し ていない場合、 すなわち、 利用者等に代わって

調達の手配を 代理人と し て行う 取引については、

従来は、 利用者等から 受け取る 対価の総額を 収益

と し て認識し ており ま し たが、 利用者等から 受け

取る 額から 受入先（ 仕入先） に支払う 額を控除し

た純額で収益を認識する 方法に変更し ており ます。

③　 購買事業における 支払奨励金の会計処理

購買事業において、 利用者等に対し て支払う 各

種奨励金等が顧客へ支払われる 対価と 認めら れる

場合、 従来は、 購買事業費用と し て計上し ており

ま し たが、 取引価格から 減額する 方法に変更し て

おり ま す。

収益認識会計基準等の適用については、 収益認識

会計基準第84項ただし 書き に定める 経過的な 取扱

いに従っ ており ま す。 こ の結果、 当事業年度の事業

収益が 2,583,310千円、 事業費用が 2,584,241千円減

少し 、 事業利益、 経常利益、 税引前当期利益がそれ

ぞれ 931千円増加し ており ま す。

（ 2 ） 時価の算定に関する会計基準の適用

「 時価の算定に関する 会計基準」（ 企業会計基準第

④　 当組合が代理人と し て関与する 取引の損益計算

書の表示について

購買事業収益のう ち、 当組合が代理人と し て購

買品の供給に関与し ている 場合には、 純額で収益

を認識し て、購買手数料と し て表示し ており ま す。

ま た、 販売事業収益のう ち、 当組合が代理人と し

て販売品の販売に関与し ている 場合には、 純額で

収益を 認識し て、 販売手数料と し て表示し ており

ま す。

２ 　 会計方針の変更に関する注記
（ 1 ） 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「 時価の算定に関する 会計基準の適用指針」（ 企業

会計基準適用指針第31号2021年６ 月17日。 以下「 時

価算定会計基準適用指針」 と いう 。） を 当事業年度

の期首から 適用し 、 時価算定会計基準適用指針第

27-2項に定める 経過的な取扱いに従っ て、 時価算定

会計基準 適用指針が定める 新たな会計方針を将来に

わたって適用する こ と と いたし ま し た。 こ れによ る

当事業年度の計算書類に与える 影響はあり ま せん。

３ 　 会計上の見積りに関する注記
（ 1 ） 繰延税金資産の回収可能性

①　 当事業年度の計算書類に計上し た金額

繰延税金資産　 39,497千円（ 繰延税金負債と の

相殺前）

②　 会計上の見積り の内容に関する 理解に資する 情報

繰延税金資産の計上は、 次年度以降において将

来減算一時差異を 利用可能な課税所得の見積り 額

を限度と し て行っ ていま す。

次年度以降の課税所得の見積り については、 令

和５ 年４ 月に作成し た 中期経営計画を 基礎と し

て、 当組合が将来獲得可能な課税所得の時期およ

び金額を合理的に見積っており ま す。

し かし 、 こ れら の見積り は将来の不確実な経営

環境およ び組合の経営状況の影響を 受け ま す。

よ って、 実際に課税所得が生じ た時期およ び金額

が見積り と 異なっ た場合には、 次年度以降の計算

書類において認識する 繰延税金資産の金額に重要

な影響を与える 可能性があり ま す。

ま た、 将来の税制改正によ り 、 法定実行税率が

変更さ れた場合には、 次年度以降の計算書類にお

いて認識する 繰延税金資産の金額に重要な影響を

与える 可能性があり ま す。

（ 2 ） 固定資産の減損

①　 当事業年度の計算書類に計上し た金額

減損損失　 128,710千円

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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30号 2019年７ 月４ 日。 以下「 時価算定会計基準」

と いう 。） 等を 当事業年度の期首から 適用し 、 時価

算定会計基準第 19項及び「 金融商品に関する 会計

基準」（ 企業会計基準第 10号 2019年７ 月４ 日） 第

44-2項に定める 経過的な 取扱いに従っ て、 時価算

定会計基準等が定める 新たな会計方針を、 将来にわ

たっ て適用する こ と と いたし ま し た。 こ れによ る 当

事業年度の計算書類への影響はあり ま せん。

３ 　 会計上の見積り に関する注記
（ 1 ） 繰延税金資産の回収可能性

①　 当事業年度の計算書類に計上し た金額

繰延税金資産　 　 47,816千円（ 繰延税金負債と

の相殺前）

②　 会計上の見積り の内容に関する 理解に資する 情報

繰延税金資産の計上は、 次年度以降において将

来減算一時差異を 利用可能な課税所得の見積り 額

を 限度と し て行っ ていま す。

次年度以降の課税所得の見積り については、 令

和２ 年４ 月に作成し た 中期経営計画を 基礎と し

て、 当組合が将来獲得可能な課税所得の時期およ

び金額を合理的に見積っ ており ま す。

し かし 、 こ れら の見積り は将来の不確実な経営

環境およ び組合の 経営状況の影響を 受け ま す。

よ って、 実際に課税所得が生じ た時期およ び金額

が見積り と 異なっ た場合には、 次年度以降の計算

書類において認識する 繰延税金資産の金額に重要

な影響を与える 可能性があり ま す。

ま た、 将来の税制改正によ り 、 法定実効税率が

変更さ れた場合には、 次年度以降の計算書類にお

いて認識する 繰延税金資産の金額に重要な影響を

与える 可能性があり ま す。

（ 2 ） 固定資産の減損

①　 当事業年度の計算書類に計上し た金額

減損損失　 　 174,014千円

②　 会計上の見積り の内容に関する 理解に資する 情報

資産グ ループに減損の兆候が存在する 場合に

は、 当該資産グループの割引前将来キャ ッ シュ ・

フ ロ ーと 帳簿価額を比較する こ と によ り 、 当該資

産グループについての減損の要否の判定を実施し

ており ま す。

減損の要否に係る 判定単位である キャ ッ シュ ・

フ ロ ー生成単位については、 他の資産ま たは資産

グループのキャ ッ シュ ・ イ ン フ ロ ーから 概ね独立

し たキャ ッ シュ ・ イ ンフ ロ ーを生成さ せる も のと

し て識別さ れる 資産グループの最小単位と し てお

り ま す。

固定資産の減損損失の認識、 測定において、 将

②　 会計上の見積り の内容に関する 理解に資する 情報

資産グ ループに減損の兆候が存在する 場合に

は、 当該資産グループの割引前将来キャ ッ シュ ・

フ ロ ーと 帳簿価額を比較する こ と によ り 、 当該資

産グループについての減損の要否の判定を実施し

ており ま す。

減損の要否に係る 判定単位である キャ ッ シュ ・

フ ロ ー生成単位については、 他の資産ま たは資産

グループのキャ ッ シュ ・ イ ン フ ロ ーから 概ね独立

し たキャ ッ シュ ・ イ ン フ ロ ーを生成さ せる も のと

し て識別さ れる 資産グループの最小単位と し てお

り ま す。

固定資産の減損損失の認識、 測定において、 将

来キャ ッ シュ ・ フ ロ ーについては、 令和５ 年４ 月

に作成し た中期経営計画を基礎と し て算出し てお

り 、 中期計画以降の将来キ ャ ッ シュ ・ フ ロ ーや、

割引率等については、 一定の仮定を設定し て算出

し ており ま す。

こ れら の仮定は将来の不確実な経営環境及び組

合の経営状況の影響を 受け、 翌事業年度以降の計

算書類に重要な影響を 与える 可能性があり ま す。

（ 3 ） 貸倒引当金

①　 当事業年度の計算書類に計上し た金額

貸倒引当金　 323,289千円

②　 会計上の見積り の内容に関する 理解に資する 情報

算定方法は、「 １ 　 重要な会計方針に係る 事項

に関する 注記」 の「（ ４ ） 引当金の計上基準の「 貸

倒引当金」 に記載し ており ま す。

主要な仮定は、「 債務者区分の判定における 貸

出先の将来の業績見通し 」 であり ま す。

「 債務者区分の判定における 貸出先の将来の業

績見通し 」 は、 各債務者の収益獲得能力を個別に

評価し 、 設定し ており ま す。

個別貸出先の業績変化等によ り 、 当初の見積り

に用いた仮定が変化し た場合は、 翌事業年度に係

る 計算書類における 貸倒引当金に重要な影響を及

ぼす可能性があり ま す。

４ 　 貸借対照表に関する注記
（ 1 ） 固定資産に関する圧縮記帳額

国庫補助金等の受入に伴い、 有形固定資産の取得

価額から 控除し て いる 圧縮記帳額は 1,216,109千円

であり 、 その内訳は、 次のと おり です。

なお、 当該圧縮金額は平成 10年度以降に取得し

た資産にかかる 金額です。

　 　 建物 785,692千円

　 　 機械装置 280,501千円

　 　 車両運搬具 500千円

　 　 構築物 146,796千円

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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来キャ ッ シュ ・ フ ロ ーについては、 令和２ 年４ 月

に作成し た中期経営計画を基礎と し て算出し てお

り 、 中期計画以降の将来キ ャ ッ シュ ・ フ ロ ーや、

割引率等については、 一定の仮定を 設定し て算出

し ており ま す。

こ れら の仮定は将来の不確実な経営環境及び組

合の経営状況の影響を受け、 翌事業年度以降の計

算書類に重要な影響を与える 可能性があり ま す。

（ 3 ） 貸倒引当金

①　 当事業年度の計算書類に計上し た金額

貸倒引当金　 320,983千円

②　 会計上の見積り の内容に関する理解に資する 情報

算定方法は、「 １ 　 重要な会計方針に係る 事項

に関する 注記」 の「（ ４ ） 引当金の計上基準の「 貸

倒引当金」 に記載し ており ま す。

主要な仮定は、「 債務者区分の判定における 貸

出先の将来の業績見通し 」 であ り ま す。「 債務者

区分の判定における 貸出先の将来の業績見通し 」

は、 各債務者の収益獲得能力を個別に評価し 、 設

定し ており ま す。

個別貸出先の業績変化等によ り 、 当初の見積り

に用いた仮定が変化し た場合は、 翌事業年度に係

る 計算書類における 貸倒引当金に重要な影響を 及

ぼす可能性があり ま す。

４ 　 貸借対照表に関する注記
（ 1 ） 固定資産に関する圧縮記帳額

国庫補助金等の受入に伴い、 有形固定資産の取得

価額から 控除し て いる 圧縮記帳額は 1,206,964千円

であり 、 その内訳は、 次のと おり です。

な お、 当該圧縮金額は平成 10年度以降に取得し

た資産にかかる 金額です。

　 　 建物 781,698千円

　 　 機械装置 275,350千円

　 　 車両運搬具 500千円

　 　 構築物 146,796千円

　 　 器具備品 2,620千円

（ 2 ） リ ース契約により 使用する重要な固定資産

貸借対照表に計上し た固定資産のほか、 電子計算

機及びＡ Ｔ Ｍ、 自動車、 器具・ 備品等（ 平成20年

３ 月31日以前契約締結のも の） について は、 リ ー

ス 契約によ り 使用し ていま す。

（ 3 ） オペレーティ ング・ リ ース取引の内容

フ ァ イ ナンス ・ リ ース 取引以外の、 所有権が当Ｊ

Ａ に移転し ないオペレ ーティ ン グ・ リ ース 取引につ

いては、 通常の賃貸借取引に係る 方法に準じ た会計

処理によ っていま す。

　 　 器具備品 2,620千円

（ 2 ） リ ース契約により 使用する重要な固定資産

貸借対照表に計上し た固定資産のほか、 電子計算

機及びＡ Ｔ Ｍ、 自動車、 器具・ 備品等（ 平成20年

３ 月31日以前契約締結のも の） については、 リ ー

ス 契約によ り 使用し ていま す。

（ 3 ） オペレーティ ング・ リ ース取引の内容

フ ァ イ ナン ス ・ リ ース 取引以外の、 所有権が当組

合に移転し ないオペレ ーティ ン グ・ リ ース 取引につ

いては、 通常の賃貸借取引に係る 方法に準じ た会計

処理によ っていま す。

なお、 解約可能なオペレ ーティ ン グ・ リ ース 取引

（ 一契約300万円を 超え る も の） の解約金は 74,287

千円です。

（ 4 ） 担保に供されている資産

担保に供し ている 資産等は次のと おり です。

担保に供し ている 資産

　 　 　 その他の信用事業資産（ 信用差入保証金）

120千円

　 　 　 定期預金 350千円

担保に係る 債務

　 　 　 町水道事業公金取扱 464千円

　 　 　 市町収納代理公金 2,298千円

以下の資産は日銀オペ償還に伴う 激変緩和措置対

応資金を 活用し た 借入金 1,360,000千円の担保に供

し ていま す。

　 　 　 定期預金 1,500,000千円

上記のほか、 為替決済用の代用と し て、 定期預金

4,500,000千円を 差し 入れていま す。

（ 5 ） 役員と の間の取引による役員に対する金銭債

権および金銭債務

理事およ び監事に対する 金銭債権の総額

110,526千円

（ 6 ） 債権のう ち農業協同組合法施行規則第204

条第１ 項第１ 号ホ（ ２ ）（ ⅰ） から（ ⅳ） まで

に掲げるものの額及びその合計額

貸出金のう ち、 破産更生債権及びこ れら に準ずる

債権は 215,396千円、 危険債権額は 35,054千円です。

なお、破産更生債権及びこ れら に準ずる 債権と は、

破産手続開始、 更生手続開始、 再生手続開始の申立

て等の事由によ り 経営破綻に陥っている 債務者に対

する 債権及びこ れら に準ずる 債権です。

ま た、 危険債権と は、 債務者が経営破綻の状態に

は至っていないも のの、 財政状態及び経営成績が悪

化し 、 契約に従った債権の元本の回収及び利息の受

取り ができ ない可能性の高い債権（ 破産更生債権及

びこ れら に準ずる 債権を 除く 。） です。

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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なお、 解約可能なオペレ ーティ ング・ リ ース 取引

（ 一契約300万円を 超え る も の） の解約金は 87,200

千円です。

（ 4 ） 担保に供されている資産

担保に供し ている 資産等は次のと おり です。

担保に供し ている 資産

　 　 　 その他の信用事業資産（ 信用差入保証金）

128千円

　 　 　 定期預金 350千円

担保に係る 債務

　 　 　 町水道事業公金取扱 135千円

　 　 　 市町収納代理公金 1,175千円

以下の資産は日銀の被災地金融機関支援オペを 活

用し た借入金1,360,000千円の担保に供し ていま す。

　 　 　 定期預金 1,360,000千円

上記のほか、 為替決済用の代用と し て、 定期預金

4,500,000千円を差し 入れていま す。

（ 5 ） 子会社等に対する金銭債権及び金銭債務

子会社等に対する 金銭債権の総額 12,245千円

子会社等に対する 金銭債務の総額 359,413千円

（ 6 ） 役員と の間の取引による役員に対する金銭債

権及び金銭債務

理事およ び監事に対する 金銭債権の総額

108,585千円

（ 7 ） 債権のう ち農業協同組合法施行規則第204

条第１ 項第１ 号ホ（ ２ ）（ ⅰ） から（ ⅳ） まで

に掲げるものの額及びその合計額

貸出金のう ち、 破産更生債権及びこ れら に準ずる

債権は 237,597千円、 危険債権額は 397千円です。

なお、破産更生債権及びこ れら に準ずる 債権と は、

破産手続開始、 更生手続開始、 再生手続開始の申立

て等の事由によ り 経営破綻に陥っている 債務者に対

する 債権及びこ れら に準ずる 債権です。

ま た、 危険債権と は、 債務者が経営破綻の状態に

は至っていないも のの、 財政状態及び経営成績が悪

化し 、 契約に従った債権の元本の回収及び利息の受

取り ができ ない可能性の高い債権（ 破産更生債権及

びこ れら に準ずる 債権を除く 。） です。

債権のう ち、 三月以上延滞債権、 貸出条件緩和債

権額はあり ま せん。

なお、 三月以上延滞債権と は、 元本又は利息の支

払が約定支払日の翌日から 三月以上遅延し ている 貸

出金で破産更生債権及びこ れら に準ずる 債権及び危

険債権に該当し ないも のです。

ま た、 貸出条件緩和債権と は、 債務者の経営再建

又は支援を図る こ と を目的と し て、 金利の減免、 利

息の支払い猶予、 元本の返済猶予、 債権放棄その他

の債務者に有利と なる 取決めを 行った貸出金で破産

債権のう ち、 三月以上延滞債権、 貸出条件緩和債

権額はあり ま せん。

なお、 三月以上延滞債権と は、 元本又は利息の支

払が約定支払日の翌日から 三月以上遅延し ている 貸

出金で破産更生債権及びこ れら に準ずる 債権及び危

険債権に該当し ないも のです。

ま た、 貸出条件緩和債権と は、 債務者の経営再建

又は支援を図る こ と を目的と し て、 金利の減免、 利

息の支払い猶予、 元本の返済猶予、 債権放棄その他

の債務者に有利と なる 取決めを 行っ た貸出金で破産

更生債権及びこ れら に準ずる 債権、 危険債権及び三

月以上延滞債権に該当し ないも のです。

破産更生債権及びこ れら に準ずる 債権、危険債権、

三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権額の合計額

は 250,451千円です。

なお、 上記に掲げた債権額は、 貸倒引当金控除前

の金額です。

（ 7 ） 土地の再評価に関する法律に基づく 再評価の

方法等

「 土地の再評価に関する 法律」（ 平成10年３ 月31

日公布法律第34号） 及び「 土地の再評価に関する

法律の一部を 改正する 法律」 に基づき 、 事業用の土

地の再評価を 行い、 再評価差額については、 当該再

評価差額に係る 税金相当額を「 再評価に係る 繰延税

金負債」 と し て負債の部に計上し 、 こ れを 控除し た

金額を「 土地再評価差額金」 と し て純資産の部に計

上し ていま す。

①再評価を行っ た年月日 平成11年3月31日

②再評価を行っ た土地の当期末における 時価が

再評価後の帳簿価額を下回る 金額

1,798,670千円

③同法律第３ 条３ 項に定める 再評価の方法

土地の再評価に関する 法律施行令（ 平成

10年３ 月31日公布政令第 119号） 第２ 条第

３ 号に定める 、 当該事業用土地について地方

税法第341条第10号の土地課税台帳又は同条

第11号の土地補充課税台帳に登録さ れて い

る 価格（ 固定資産税評価額） に合理的な調整

を 行っ て算出し ま し た。

５ 　 損益計算書に関する注記
（ 1 ） 固定資産減損会計に基づく 減損損失の認識

①　 資産をグループ化し た方法の概要及び減損損失

を認識し た資産又は資産グループの概要

当組合では、 投資の意思決定を 行う 単位と し て

グルーピ ン グを実施し た結果、 支店・ 事業所等に

ついては地区事業本部ごと 、 ま た、 業務外固定資

産（ 遊休資産と 賃貸固定資産） については、 各固

定資産をグルーピ ングの最小単位と し ていま す。

ま た、 本店については、 独立し たキャ ッ シュ ・

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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更生債権及びこ れら に準ずる 債権、 危険債権及び三

月以上延滞債権に該当し ないも のです。

破産更生債権及びこ れら に準ずる 債権、危険債権、

三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権額の合計額

は 237,994千円です。

なお、 上記に掲げた債権額は、 貸倒引当金控除前

の金額です。

（ 8 ） 土地の再評価に関する法律に基づく 再評価の

方法等

「 土地の再評価に関する 法律」（ 平成10年３ 月31

日公布法律第34号） 及び「 土地の再評価に関する

法律の一部を改正する 法律」 に基づき 、 事業用の土

地の再評価を行い、 再評価差額については、 当該再

評価差額に係る 税金相当額を「 再評価に係る 繰延税

金負債」 と し て負債の部に計上し 、 こ れを 控除し た

金額を「 土地再評価差額金」 と し て純資産の部に計

上し ていま す。

①再評価を 行っ た年月日 平成11年３ 月31日

②再評価を 行っ た土地の当期末における 時価が

再評価後の帳簿価額を下回る 金額

1,837,843千円

③同法律第３ 条３ 項に定める 再評価の方法

土地の再評価に関する 法律施行令（ 平成

10年３ 月31日公布政令第 119号） 第２ 条第

３ 号に定める 、 当該事業用土地について地方

税法第341条第10号の土地課税台帳又は同条

第11号の土地補充課税台帳に登録さ れて い

る 価格（ 固定資産税評価額） に合理的な調整

を 行って算出し ま た。

５ 　 損益計算書に関する注記
（ 1 ） 子会社等との取引高の総額

①　 子会社等と の取引によ る 収益総額 61,592千円

　 　 　 う ち事業取引高 3,345千円

　 　 　 う ち事業取引以外の取引高 58,247千円

②　 子会社等と の取引によ る 費用総額 20,512千円

　 　 　 う ち事業取引高 2,967千円

　 　 　 う ち事業取引以外の取引高 17,543千円

（ 2 ） 固定資産減損会計に基づく 減損損失の認識

①　 資産をグループ化し た方法の概要及び減損損失

を 認識し た資産又は資産グループの概要

当組合では、 投資の意思決定を行う 単位と し て

グルーピ ングを実施し た結果、 支店・ 事業所等に

ついては地区事業本部ご と 、 ま た、 業務外固定資

産（ 遊休資産と 賃貸固定資産） については、 各固

定資産をグルーピ ングの最小単位と し ていま す。

ま た、 本店については、 独立し たキャ ッ シュ ・

フ ロ ーを生み出さ ないため、 共用資産と 認識し て

いま す。

フ ロ ーを生み出さ ないため、 共用資産と 認識し て

いま す。

当期に減損を計上し た固定資産は、 以下の通り

です。

場　 所 用　 途 種　 類 その他

村田町菅生 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産

蔵王町円田 賃貸用固定資産 建物 業務内固定資産

角田市梶賀 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産

大河原町中島 遊休資産 土地 店舗跡地

村田町関場 遊休資産 土地 ラ イ ス セン タ ー隣地

蔵王町円田（ 給油所跡地） 遊休資産 土地 給油所跡地

蔵王町遠刈田 遊休資産 土地 支所跡地

蔵王町宮 遊休資産 土地 倉庫跡地

白石市小原 遊休資産 土地 支所跡地

白石市越河五賀 遊休資産 土地 支所跡地

白石市斎川 遊休資産 土地 支所跡地

角田市小坂 遊休資産 土地 支所跡地

丸森町小斎（ ラ イ ス C） 遊休資産 土地 ラ イ ス セン タ ー跡地

丸森町大内 遊休資産 土地 支所跡地

丸森町金山 遊休資産 土地 倉庫跡地

丸森町小斎（ 倉庫跡地） 遊休資産 土地 倉庫跡地

丸森町丸森（ 給油所隣地） 遊休資産 土地 給油所隣地

丸森町小斎 遊休資産 土地 支所跡地

村田町関場 一般資産 土地及び建物等 ラ イ ス センタ ー

白石市福岡 一般資産 建物 白石農機センタ ー

角田市佐倉 一般資産 建物等 納豆センタ ー

②　 減損損失の認識に至った経緯

上記の一般資産については、 営業収支が２ 期連

続赤字である ま たは使用方法の変更が生じ 、 短期

的に業績の回復が見込ま れないこ と から 、 帳簿価

額を回収可能価額ま で減額し 、 当事業年度減少額

を減損損失と し て認識し ま し た。

ま た、 業務外固定資産については、 使用価値が

帳簿価額ま で達し ないため帳簿価額を回収可能価

額ま で減額し 、 当該減少額を 減損損失と し て認識

し ま し た。

遊休資産については、 処分可能価額で評価し 、

その差額を 減損損失と し て認識し ま し た。

③　 減損損失の金額について、 特別損失に計上し た

金額と 主な固定資産の種類毎の減損損失の内訳

村田町菅生

　 114千円（ 土地 114千円）

蔵王町円田

　 20,360千円（ 土地 －千円、 建物 20,360千円）

角田市梶賀

　 253千円（ 土地 253千円）

大河原町中島

　 31,411千円（ 土地 －千円、 建物 31,411千円）

村田町関場

　 27,849千円（ 土地 27,849千円）

蔵王町円田（ 給油所跡地）

　 46千円（ 土地 46千円）

蔵王町遠刈田

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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当期に減損を 計上し た固定資産は、 以下の通り

です。

場　 所 用　 途 種　 類 その他

柴田町船岡 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産

角田市梶賀 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産

角田市高倉 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産

角田市枝野 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産

丸森町小斎 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産

川崎町小野 賃貸用固定資産 建物等 業務内固定資産

蔵王町円田 賃貸用固定資産 建物 業務内固定資産

白石市大平 賃貸用固定資産 土地及び建物等 業務内固定資産

角田市佐倉 賃貸用固定資産 土地及び建物等 業務内固定資産

村田町村田 遊休資産 土地 事業所跡地

蔵王町平沢 遊休資産 土地及び建物等 給油所

蔵王町円田（ 給油所跡地） 遊休資産 土地 給油所跡地

蔵王町遠刈田 遊休資産 土地 支所跡地

蔵王町宮 遊休資産 土地 倉庫跡地

白石市小原 遊休資産 土地 支所跡地

白石市福岡 遊休資産 土地 支所跡地

白石市斎川 遊休資産 土地 支所跡地

角田市藤尾 遊休資産 土地 支所跡地

角田市小坂 遊休資産 土地 支所跡地

丸森町小斎（ ラ イ ス C） 遊休資産 土地 ラ イ ス セン タ ー跡地

丸森町大内 遊休資産 土地 支所跡地

丸森町金山 遊休資産 土地 倉庫跡地

丸森町小斎（ 倉庫跡地） 遊休資産 土地 倉庫跡地

丸森町丸森（ 給油所隣地） 遊休資産 土地 給油所隣地

丸森町丸森 一般資産 土地 丸森農機センタ ー

角田市佐倉 一般資産 土地 納豆センタ ー

角田市江尻 一般資産 土地及び建物等 Ｇ Ｐ センタ ー

②　 減損損失の認識に至っ た経緯

上記の一般資産については、 営業収支が２ 期連

続赤字である と 同時に、 短期的に業績の回復が見

込ま れないこ と から 、 帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し 、 当事業年度減少額を減損損失と し て認

識し ま し た。

ま た、 業務外固定資産については、 使用価値が

帳簿価額ま で達し ないため帳簿価額を回収可能価

額ま で減額し 、 当該減少額を 減損損失と し て認識

し ま し た。

遊休資産については、 処分可能価額で評価し 、

その差額を減損損失と し て認識し ま し た。

③　 減損損失の金額について、 特別損失に計上し た

金額と 主な固定資産の種類毎の減損損失の内訳

柴田町船岡

　 84,133千円（ 土地 84,133千円）

角田市梶賀

　 116千円（ 土地 116千円）

角田市高倉

　 110千円（ 土地 110千円）

角田市枝野

　 139千円（ 土地 139千円）

丸森町小斎

　 508千円（ 土地 508千円）

　 551千円（ 土地 551千円）

蔵王町宮

　 300千円（ 土地 300千円）

白石市小原

　 107千円（ 土地 107千円）

白石市越河五賀

　 12千円（ 土地 12千円）

白石市斎川

　 147千円（ 土地 147千円）

角田市小坂

　 93千円（ 土地 93千円）

丸森町小斎（ ラ イ ス Ｃ ）

　 125千円（ 土地 125千円）

丸森町大内

　 156千円（ 土地 156千円）

丸森町金山（ 倉庫跡地）

　 35千円（ 土地 35千円）

丸森町小斎（ 倉庫跡地）

　 7千円（ 土地 7千円）

丸森町丸森（ 給油所跡地）

　 242千円（ 土地 242千円）

丸森町小斎

　 159千円（ 土地 159千円）

村田町関場

　 41,392千円（ 土地 38,897千円、建物 1,734千円）

その他 761千円）

白石市福岡

　 4,287千円（ 土地 －千円、 建物 4,287千円）

角田市佐倉

　 1,054千円（ 土地 －千円、 その他 1,054千円）

合　 計

　 128,710千円（ 土地 69,100千円、 建物 57,793千円

その他 1,816千円）

④　 回収可能価額の時価の算定方法

回収可能価額について、 使用価値を採用し てい

る 場合に適用し た割引率は 2.58％です。 それ以外

は正味売却価額を 採用し ており 、 その時価は不動

産鑑定評価額ま たは固定資産税評価額等に基づき

算定さ れていま す。

（ 2 ） 棚卸資産の収益性低下に伴う 簿価切下げ額

期末棚卸高は、 収益性の低下に伴う 簿価切り 下げ

後の金額であり 、 次の棚卸資産評価損が購買品供給

原価に含ま れていま す。

購買品供給原価 170千円

６ 　 金融商品に関する注記
１ ． 金融商品の状況に関する事項

（ 1 ） 金融商品に対する取組方針

当組合は農家組合員や地域から 預かった貯金を原

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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川崎町小野

　 10,273千円（ 土 地 -千 円、 建 物 4,505千 円、

その他 5,768千円）

蔵王町円田

　 4,624千円（ 土地 -千円、 建物 4,624千円）

白石市大平

　 13,616千円（ 土地 7,563千円、建物 5,940千円、

その他 113千円）

角田市佐倉

　 26,724千円（ 土地 15,264千円、建物 11,415千円、

機械装置 44千円、 その他 -千円）

村田町村田

　 112千円（ 土地 112千円）

蔵王町平沢

　 6,477千円（ 土地 351千円、 建物 6,047千円、

その他 77千円）

蔵王町円田（ 給油所跡地）

　 141千円（ 土地 141千円）

蔵王町遠刈田

　 441千円（ 土地 441千円）

蔵王町宮

　 757千円（ 土地 757千円）

白石市小原

　 2千円（ 土地 2千円）

白石市福岡

　 244千円（ 土地 244千円）

白石市斎川

　 759千円（ 土地 759千円）

角田市藤尾

　 59千円（ 土地 59千円）

角田市小坂

　 32千円（ 土地 32千円）

丸森町小斎（ ラ イ ス Ｃ 跡地）

　 575千円（ 土地 575千円）

丸森町大内

　 473千円（ 土地 473千円）

丸森町金山

　 221千円（ 土地 221千円）

丸森町小斎（ 倉庫跡地）

　 59千円（ 土地 59千円）

丸森町丸森（ 給油所隣地）

　 1,411千円（ 土地 1,411千円）

丸森町丸森

　 2,177千円（ 土地 2,177千円）

角田市佐倉

　 8,030千円（ 土地 8,030千円）

角田市江尻

　 11,788千円（ 土地 8,459千円、 建物 1,921千円、

　 　 　 　 　 　 　  機械装置 956千円、その他 451千円）

合　 計

　 174,014千円（ 土地 132,148千円建物 34,453千円

　 　 　 　 　 　 　  機械装置 1,001千円、その他 6,411千円）

資に、農家組合員や地域内の団体など へ貸付け、残っ

た余裕金を農林中央金庫へ預けている ほか、 国債や

地方債など の債券によ る 運用を 行っ ていま す。

（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリ スク

当組合が保有する 金融資産は、 主と し て当組合管

内の組合員等に対する 貸出金及び有価証券であり 、

貸出金は、 貸出先の契約不履行によ っても たら さ れ

る 信用リ ス ク に晒さ れていま す。

ま た、 有価証券は債券のみであり 、 満期保有目的

及びその他有価証券で保有し ていま す。 こ れら は発

行体の信用リ ス ク 、 金利の変動リ ス ク 及び市場価格

の変動リ ス ク に晒さ れていま す。

借入金は、 農家組合員に制度資金を転貸する ため

の借入金です。

ま た、 日銀オペ償還に伴う 激変緩和措置対応資金

を 活用し た借入1,360,000千円を 行っており ま す。

（ 3 ） 金融商品に係るリ スク管理体制

①　 信用リ ス ク の管理

当組合は、 個別の重要案件又は大口案件につい

ては理事会において対応方針を 決定し ていま す。

ま た、 通常の貸出取引については、 本店に融資審

査部署を設置し 各支店と の連携を 図り ながら 、 与

信審査を行っていま す。 審査にあたっては、 取引

先のキャ ッ シュ ・ フ ロ ーなど によ り 償還能力の評

価を行う と と も に、 担保評価基準など 厳格な審査

基準を 設けて、 与信判定を行っていま す。 貸出取

引において 資産の健全性の維持・ 向上を 図る た

め、 資産の自己査定を 厳正に行っ ていま す。 不良

債権については管理・ 回収方針を 作成・ 実践し 、

資産の健全化に取り 組んでいま す。 ま た、 資産自

己査定の結果、 貸倒引当金については「 資産の償

却・ 引当規程」 に基づき 必要額を 計上し 、 資産及

び財務の健全化に努めていま す。

②　 市場リ ス ク の管理

当組合では、 金利リ ス ク 、 価格変動リ ス ク など

の市場性リ ス ク を 的確にコ ン ト ロ ールす

る こ と によ り 、 収益化及び財務の安定化を 図っ

ていま す。 こ のため、 財務の健全性維持と

収益力強化と のバラ ンス を 重視し たＡ Ｌ Ｍを基

本に、 資産・ 負債の金利感応度分析など を

実施し 、 金融情勢の変化に機敏に対応でき る 柔

軟な財務構造の構築に努めていま す。

と り わけ、 有価証券運用については、 市場動向

や経済見通し など の投資環境分析及び当組合の保

有有価証券ポート フ ォ リ オの状況やＡ Ｌ Ｍなど を

考慮し 、 理事会において運用方針を定める と と も

に、 経営層で構成する Ａ Ｌ Ｍ委員会を定期的に開

催し て、 日常的な情報交換及び意思決定を行って

いま す。 運用部門は、 理事会で決定し た運用方針

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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④　 回収可能価額の時価の算定方法

回収可能価額について、 使用価値を採用し てい

る 場合に適用し た割引率は 3.1％です。 それ以外

は正味売却価額を 採用し ており 、 その時価は不動

産鑑定評価額ま たは固定資産税評価額等に基づき

算定さ れていま す。

（ 3 ） 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に伴

う 簿価切下げ額

期末棚卸高は、 収益性の低下に伴う 簿価切り 下げ

後の金額であり 、 次の棚卸資産評価損が購買品供給

原価に含ま れていま す。

購買品供給原価 134千円

６ 　 金融商品に関する注記
１ ． 金融商品の状況に関する事項

（ 1 ） 金融商品に対する取組方針

当組合は農家組合員や地域から 預かった貯金を 原

資に、農家組合員や地域内の団体など へ貸付け、残っ

た余裕金を農林中央金庫へ預けている ほか、 国債や

地方債など の債券によ る 運用を 行っていま す。

（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリ スク

当組合が保有する 金融資産は、 主と し て当組合管

内の組合員等に対する 貸出金及び有価証券であ り 、

貸出金は、 貸出先の契約不履行によ っ ても たら さ れ

る 信用リ ス ク に晒さ れていま す。

ま た、 有価証券は債券のみであり 、 満期保有目的

及びその他有価証券で保有し ていま す。 こ れら は発

行体の信用リ ス ク 、 金利の変動リ ス ク 及び市場価格

の変動リ ス ク に晒さ れていま す。

借入金は、 農家組合員に制度資金を 転貸する ため

の借入金です。

ま た、 日銀の被災地金融機関支援オペを 活用し た

借入1,360,000千円を行っており ま す。

（ 3 ） 金融商品に係るリ スク管理体制

①　 信用リ ス ク の管理

当組合は、 個別の重要案件又は大口案件につい

ては理事会において対応方針を 決定し ていま す。

ま た、 通常の貸出取引については、 本店に融資審

査部署を設置し 各支店と の連携を図り ながら 、 与

信審査を行っ ていま す。 審査にあたっては、 取引

先のキャ ッ シュ ・ フ ロ ーなど によ り 償還能力の評

価を行う と と も に、 担保評価基準など 厳格な審査

基準を 設けて、 与信判定を行っていま す。 貸出取

引において 資産の健全性の維持・ 向上を 図る た

め、 資産の自己査定を厳正に行っていま す。 不良

債権については管理・ 回収方針を 作成・ 実践し 、

資産の健全化に取り 組んでいま す。 ま た、 資産自

己査定の結果、 貸倒引当金については「 資産の償

及びＡ Ｌ Ｍ委員会で決定さ れた 方針な ど に基づ

き 、 有価証券の売買やリ ス ク ヘッ ジを行っていま

す。 運用部門が行った取引についてはリ ス ク 管理

部門が適切な執行を行っている かど う かチェ ッ ク

し 定期的にリ ス ク 量の測定を 行い経営層に報告し

ていま す。

（ 市場リ ス ク に係る 定量的情報）

当組合で保有し ている 金融商品はすべてト レ ー

ディ ン グ目的以外の金融商品です。 当組合におい

て、 主要なリ ス ク 変数である 金利リ ス ク の影響を

受ける 主たる 金融商品は、 預金、 有価証券のう ち

その他有価証券に分類し ている 債券、 貸出金、 貯

金及び借入金です。

当組合では、 こ れら の金融資産及び金融負債に

ついて、 期末後１ 年程度の金利の合理的な予想変

動幅を 用いた経済価値の変動額を 、 金利の変動リ

ス ク の管理にあたっての定量的分析に利用し てい

ま す。

金利以外のすべてのリ ス ク 変数が一定である と

仮定し 、 当事業年度末現在、 指標と な る 金利が

0.17％下落し たも のと 想定し た場合には、 経済価

値が 63,388千円減少する も のと 把握し ていま す。

当該変動額は、 金利を除く リ ス ク 変数が一定の

場合を 前提と し ており 、 金利と その他のリ ス ク 変

数の相関を 考慮し ていま せん。

ま た、 金利の合理的な予想変動幅を超える 変動

が生じ た場合には、 算定額を 超える 影響が生じ る

可能性があり ま す。

③　 資金調達に係る 流動性リ ス ク の管理

当組合では、資金繰り リ ス ク については、運用・

調達について月次の資金計画を作成し 、 安定的な

流動性の確保に努めていま す。 ま た、 市場流動性

リ ス ク については、 投資判断を行う 上での重要な

要素と 位置付け、 商品ごと に異なる 流動性（ 換金

性） を 把握し たう えで、 運用方針など の策定の際

に検討を行っていま す。

（ 4 ） 金融商品の時価等に関する事項についての補

足説明

金融商品の時価（ 時価に代わる も のを含む） には、

市場価格に基づく 価額のほか、 市場価格がない場合

には合理的に算定さ れた価額（ こ れに準ずる 価額を

含む） が含ま れていま す。 当該価額の算定において

は一定の前提条件等を採用し ている ため、 異なる 前

提条件等によ った場合、 当該価額が異なる こ と も あ

り ま す。

２ ． 金融商品の時価等に関する事項
（ 1 ） 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

当事業年度末における 貸借対照表計上額、 時価及

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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却・ 引当規程」 に基づき 必要額を計上し 、 資産及

び財務の健全化に努めていま す。

②　 市場リ ス ク の管理

当組合では、 金利リ ス ク 、 価格変動リ ス ク など

の市場性リ ス ク を 的確にコ ン ト ロ ールする こ と に

よ り 、 収益化及び財務の安定化を 図っ ていま す。

こ のため、 財務の健全性維持と 収益力強化と のバ

ラ ンス を重視し たＡ Ｌ Ｍを基本に、 資産・ 負債の

金利感応度分析など を実施し 、 金融情勢の変化に

機敏に対応でき る 柔軟な財務構造の構築に努めて

いま す。

と り わけ、 有価証券運用については、 市場動向

や経済見通し など の投資環境分析及び当組合の保

有有価証券ポート フ ォ リ オの状況やＡ Ｌ Ｍなど を

考慮し 、 理事会において運用方針を 定める と と も

に、 経営層で構成する Ａ Ｌ Ｍ委員会を定期的に開

催し て、 日常的な情報交換及び意思決定を行っ て

いま す。 運用部門は、 理事会で決定し た運用方針

及びＡ Ｌ Ｍ委員会で決定さ れた 方針な ど に基づ

き 、 有価証券の売買やリ ス ク ヘッ ジを行っていま

す。 運用部門が行った取引についてはリ ス ク 管理

部門が適切な執行を行っ ている かど う かチェ ッ ク

し 定期的にリ ス ク 量の測定を 行い経営層に報告し

ていま す。

（ 市場リ ス ク に係る 定量的情報）

当組合で保有し ている 金融商品はすべてト レ ー

ディ ン グ目的以外の金融商品です。 当組合におい

て、 主要なリ ス ク 変数である 金利リ ス ク の影響を

受ける 主たる 金融商品は、 預金、 有価証券のう ち

その他有価証券に分類し ている 債券、 貸出金、 貯

金及び借入金です。

当組合では、 こ れら の金融資産及び金融負債に

ついて、 期末後１ 年程度の金利の合理的な予想変

動幅を 用いた経済価値の変動額を、 金利の変動リ

ス ク の管理にあたっての定量的分析に利用し てい

ま す。

金利以外のすべてのリ ス ク 変数が一定である と

仮定し 、 当事業年度末現在、 指標と な る 金利が

0.06％下落し たも のと 想定し た場合には、 経済価

値が 17,202千円減少する も のと 把握し ていま す。

当該変動額は、 金利を 除く リ ス ク 変数が一定の

場合を 前提と し ており 、 金利と その他のリ ス ク 変

数の相関を考慮し ていま せん。

ま た、 金利の合理的な予想変動幅を超える 変動

が生じ た場合には、 算定額を 超える 影響が生じ る

可能性があり ま す。

③　 資金調達に係る 流動性リ ス ク の管理

当組合では、資金繰り リ ス ク については、運用・

調達について月次の資金計画を作成し 、 安定的な

流動性の確保に努めていま す。 ま た、 市場流動性

びこ れら の差額は、 次のと おり です。

市場価格のない株式等は、次表に含めており ません。

（ 単位： 千円）

貸借対照表
計　 上　 額

時　 価 差　 額

預金 74,476,896 74,469,254 △7,642

有価証券

満期保有目的の債券 9,434,928 9,483,960 49,031

その他有価証券 10,031 10,031 －

貸出金 38,270,375

貸倒引当金（ *1） △272,442

貸倒引当金控除後 37,997,933 38,153,000 155,067

経済事業未収金 2,192,731

貸倒引当金（ *2） △47,404

貸倒引当金控除後 2,145,326 2,145,326 －

資産計 124,065,116 124,261,572 196,456
貯金 127,514,600 127,491,485 △23,115

借入金 1,408,976 1,408,967 △8

負債計 128,923,576 128,900,453 △23,123

（ ＊１ ） 貸出金に対応する 一般貸倒引当金及び個別貸倒引

当金を控除し ていま す。

（ ＊２ ） 経済事業未収金に対応する 一般貸倒引当金及び個

別貸倒引当金を控除し ていま す。

（ 2 ） 金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明

【 資産】

①　 預金

満期のない預金については、 時価は帳簿価額と

近似し ている こ と から 、 当該帳簿価額によ っ てい

ま す。 満期のある 預金については、 期間に基づく

区分ご と に、 リ ス ク フ リ ーレ ート である 翌日物金

利 ス ワ ッ プ（ Ov ern ig ht I ndex Sw ap。 以 下

「 OIS」 と いう 。） のレ ート で割り 引いた現在価値

を 時価に代わる 金額と し て算定し ていま す。

②　 有価証券

有価証券について、 主に上場株式や国債につい

ては、 活発な市場における 無調整の相場価格を利

用し ていま す。 地方債や社債については、 公表さ

れた相場価格を用いていま す。 相場価格が入手で

き ない場合には、 取引金融機関等から 提示さ れた

価格によ っていま す。

③　 貸出金

貸出金のう ち、 変動金利によ る も のは、 短期間

で市場金利を 反映する ため、 貸出先の信

用状態が実行後大き く 異なっていない限り 、 時

価は帳簿価額と 近似し ている こ と から 当該帳簿価

額によ っていま す。

一方、 固定金利によ る も のは、 貸出金の種類及

び期間に基づく 区分ご と に、 元利金の合計額をリ

ス ク フ リ ーレ ート である OIS のレ ート で割り 引い

た額から 貸倒引当金を 控除し て時価に代わる 金額

と し て算定し ていま す。

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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リ ス ク については、 投資判断を行う 上での重要な

要素と 位置付け、 商品ご と に異なる 流動性（ 換金

性） を 把握し たう えで、 運用方針など の策定の際

に検討を行っ ていま す。

（ 4 ） 金融商品の時価等に関する事項についての補

足説明

金融商品の時価（ 時価に代わる も のを含む） の算

定において は一定の前提条件等を 採用し て いる た

め、 異なる 前提条件等によ った場合、 当該価額が異

なる こ と も あり ま す。

２ ． 金融商品の時価等に関する事項
（ 1 ） 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

当事業年度末における 貸借対照表計上額、 時価及

びこ れら の差額は、 次のと おり です。

市場価格のない株式等は、次表に含めており ません。

（ 単位： 千円）

貸借対照表
計　 上　 額

時　 価 差　 額

預金 76,280,594 76,281,336 742

有価証券

満期保有目的の債券 6,899,189 7,265,970 366,780

その他有価証券 10,034 10,034 －

貸出金 37,080,800

貸倒引当金（ *1） △281,696

貸倒引当金控除後 36,799,104 37,071,181 272,077

経済事業未収金 1,794,767

貸倒引当金（ *2） △36,751

貸倒引当金控除後 1,758,015 1,758,015 －

資産計 121,746,938 122,386,537 639,599
貯金 126,120,951 126,116,583 △4,368

借入金 1,411,857 1,411,849 △8

負債計 127,532,809 127,528,432 △4,376

（ ＊１ ） 貸出金に対応する 一般貸倒引当金及び個別貸倒引

当金を控除し ていま す。

（ ＊２ ） 経済事業未収金に対応する 一般貸倒引当金及び個

別貸倒引当金を控除し ていま す。

（ 2 ） 金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明

【 資産】

①　 預金

満期のない預金については、 時価は帳簿価額と

近似し ている こ と から 、 当該帳簿価額によ ってい

ま す。 満期のある 預金については、 期間に基づく

区分ご と に、 リ ス ク フ リ ーレ ート である 翌日物金

利 ス ワ ッ プ（ Ov ern ig ht I ndex Sw ap。 以 下

「 OIS」 と いう 。） のレ ート で割り 引いた現在価値

を 時価に代わる 金額と し て算定し ていま す。

②　 有価証券及び外部出資

債券は取引金融機関等から 提示さ れた 価格に

よ っていま す。

ま た、 延滞の生じ ている 債権・ 期限の利益を喪

失し た債権等について帳簿価額から 貸倒引当金を

控除し た額を 時価に代わる 金額と し ていま す。

④　 経済事業未収金

経済事業未収金については短期間で決済さ れる

ため、 時価は帳簿価額にほぼ等し いこ と

から 、 当該帳簿価額によ っ ていま す。

ま た、 延滞の生じ ている 債権・ 期限の利益を喪

失し た債権等について、 帳簿価額から 貸倒引当金

を 控除し た額を時価に代わる 金額と し ていま す。

【 負債】

①　 貯金

要求払貯金については、 決算日に要求さ れた場

合の支払額（ 帳簿価額） を時価と みなし て

いま す。 ま た、 定期性貯金については、 期間に

基づく 区分ご と に、 将来のキャ ッ シュ ・ フ ロ ーを

リ ス ク フ リ ーレ ート である OIS のレ ート で割り 引

いた現在価値を時価に代わる 金額と し て算定し て

いま す。

②　 借入金

借入金のう ち、 変動金利によ る も のは、 短期間

で市場金利を 反映し 、 ま た、 当組合の信用状態は

実行後大き く 異なっていないこ と から 、 時価は帳

簿価額と 近似し ている と 考えら れる ため、 当該帳

簿価額によ っ ていま す。

固定金利によ る も のは、 一定の期間ご と に区分

し た当該借入金の元利金の合計額をリ ス ク フ リ ー

レ ート である OIS のレ ート で割り 引いた現在価値

を 時価に代わる 金額と し て算定し ていま す。

（ 3  ） 市場価格のない株式等は次のと おり であり 、

これらは（ １ ） の金融商品の時価情報に含まれ

ていません。
（ 単位： 千円）

貸借対照表計上額

外部出資 6,707,237

外部出資等損失引当金 △762

合　 　 計 6,706,475

（ 4  ） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後

の償還予定額
（ 単位： 千円）

１ 年以内
１ 年超
２ 年以内

２ 年超
３ 年以内

３ 年超
４ 年以内

４ 年超
５ 年以内

５ 年超

預金 74,476,896 － － － － －

有価証券
満 期 保 有
目 的 の 債 券 600,000 － － － 　 8,900,000
そ の他有価証券の
う ち満期がある も の － － － 10,000 － －

貸出金（ *1, 2） 3,270,031 2,364,622 2,208,575 2,094,936 1,893,796 26,211,340

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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投資信託は、公表さ れている 基準価格、ま たは、

取引金融機関等から 提示さ れた 価格によ っ て お

り 、「 時価の算定に関する 会計基準の適用指針」

（ 企業会計基準適用指針第 31号2019年７ 月４ 日）

第26項に従い、 経過措置を 適用し ていま す。

③　 貸出金

貸出金のう ち、 変動金利によ る も のは、 短期間

で市場金利を 反映する ため、 貸出先の信用状態が

実行後大き く 異なっていない限り 、 時価は帳簿価

額と 近似し ている こ と から 当該帳簿価額によ っ て

いま す。

一方、 固定金利によ る も のは、 貸出金の種類及

び期間に基づく 区分ごと に、 元利金の合計額を リ

ス ク フ リ ーレ ート である OIS のレ ート で割り 引い

た額から 貸倒引当金を控除し て時価に代わる 金額

と し て算定し ていま す。

ま た、 延滞の生じ ている 債権・ 期限の利益を喪

失し た債権等について帳簿価額から 貸倒引当金を

控除し た額を 時価に代わる 金額と し ていま す。

④　 経済事業未収金

経済事業未収金については短期間で決済さ れる

ため、 時価は帳簿価格にほぼ等し いこ と から 、

当該帳簿価格によ っていま す。

ま た、 延滞の生じ ている 債権・ 期限の利益を喪

失し た債権等について、 帳簿価額から 貸倒引当

金を控除し た額を時価に代わる金額と し ています。

【 負債】

①　 貯金

要求払貯金については、 決算日に要求さ れた場

合の支払額（ 帳簿価額） を 時価と みなし ていま す。

ま た、 定期性貯金については、 期間に基づく 区

分ごと に、 将来のキャ ッ シュ ・ フ ロ ーを リ ス ク

フ リ ーレ ート である OIS のレ ート で割り 引いた

現在価値を時価に代わる 金額と し て算定し て

いま す。

②　 借入金

借入金のう ち、 変動金利によ る も のは、 短期間

で市場金利を 反映し 、 ま た、 当組合の信用状態は

実行後大き く 異なっていないこ と から 、 時価は帳

簿価額と 近似し ている と 考えら れる ため、 当該帳

簿価額によ っ ていま す。

固定金利によ る も のは、 一定の期間ご と に区分

し た当該借入金の元利金の合計額を リ ス ク フ リ ー

レ ート である OIS のレ ート で割り 引いた現在価値

を 時価に代わる 金額と し て算定し ていま す。

経済事業未収金（ *3） 2,147,042 － － － － －

合　 計 80,493,969 2,364,622 2,208,575 2,104,936 1,893,796 35,111,340
（ ＊１ ） 貸出金のう ち、当座貸越650,609千円については「 １

年以内」 に含めていま す。

（ ＊２ ） 貸出金のう ち、 三月以上延滞債権・ 期限の利益を

喪失し た債権等 227,072千円は償還の予定が見込ま れ

ないため、 含めていま せん。

（ ＊３ ） 経済事業未収金のう ち、 破綻先、 実質破綻先及び

破綻懸念先に対する 債権45,688千円は償還の予定が

見込ま れないため、 含めていま せん。

（ 5  ） 借入金及びその他の有利子負債の決算日後の

返済予定額

（ 単位： 千円）

１ 年以内 １ 年超 ２ 年超 ３ 年超 ４ 年超内 ５ 年超

貯金（ *1） 120,594,393 3,441,972 2,441,037 624,535 361,892 50,768

借入金 3,255 1,363,325 3,627 3,796 3,800 31,170

合　 計 120,597,648 4,805,297 2,444,664 628,331 365,692 81,938
（ ＊１ ） 貯金のう ち、 要求払貯金については「 １ 年以内」

に含めて開示し ていま す。

７ 　 有価証券に関する注記
（ 1 ） 有価証券の時価及び評価差額に関する事項は

次のとおり です。

①　 満期保有目的の債券

満期保有目的の債券において、 種類ご と の貸借

対照表計上額、時価及びこ れら の差額については、

次のと おり です。

（ 単位： 千円）

種　 類
貸借対照表
計　 上　 額

時　 価 差　 額

時価が貸借対
照表計上額を
超える も の

国 債 4,523,302 4,878,810 335,508

時価が貸借対
照表計上額を
超える も の

国 債 4,911,626 4,605,150 △306,476

合　 計 9,434,928 9,483,960 49,032

②　 その他有価証券

その他有価証券において、 種類ごと の取得原価

又は償却原価、 貸借対照表計上額及びこ れら の差

額については、 次のと おり です。

（ 単位： 千円）

種　 類
貸借対照表
計　 上　 額

取得原価又
は償却原価

評価差額（ *）

貸借対照表計上額が取得原価
又は償却原価を 超えないも の

国 債 10,031 10,042 △10
計 10,031 10,042 △10

（ ＊） 上記の評価差額10千円が、「 その他有価証券評価差

額金」 に含ま れていま す。

（ 2 ） 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券

該当あり ま せん。

（ 3 ） 当事業年度中に売却したその他有価証券

該当あり ま せん。

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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（ 3  ） 市場価格のない株式等は次のと おり であり 、

これらは（ １ ） の金融商品の時価情報には含ま

れていません。
（ 単位： 千円）

貸借対照表計上額

外部出資（ *1） 6,796,637

外部出資等損失引当金 △798

合　 　 計 6,795,838

（ ＊1） 外部出資のう ち、 市場において取引さ れていない

株式や出資金等については、「 金融商品の時価等の開

示に関する 適用指針」（ 企業会計基準適用指針第19号

2019年７ 月４ 日） 第５ 項に基づき 、 時価開示の対象

と はし ており ま せん。

（ 4  ） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後

の償還予定額
（ 単位： 千円）

１ 年以内
１ 年超
２ 年以内

２ 年超
３ 年以内

３ 年超
４ 年以内

４ 年超
５ 年以内

５ 年超

預金 76,280,594 － － － － －

有価証券
満 期 保 有
目 的 の 債 券 1,400,000 600,000 － － － 4,900,000
そ の他有価証券の
う ち満期があるも の － － － － 10,000 －

貸出金（ *1, 2） 3,343,176 2,390,303 2,204,971 2,028,628 1,885,066 25,019,502

経済事業未収金（ *3） 1,763,159 － － － － －

合　 計 82,786,929 2,990,303 2,204,971 2,028,628 1,895,066 29,919,502
（ ＊１ ） 貸出金のう ち、当座貸越717,226千円については「 １

年以内」 に含めていま す。

（ ＊２ ） 貸出金のう ち、 ３ ヶ 月以上延滞債権・ 期限の利益

を 喪失し た債権等 209,152千円は償還の予定が見込ま

れないため、 含めていま せん。

（ ＊３ ） 経済事業未収金のう ち、 破綻先、 実質破綻先及び

破綻懸念先に対する 債権31,608千円は償還の予定が

見込ま れないため、 含めていま せん。

（ 5  ） 借入金及びその他の有利子負債の決算日後の

返済予定額

（ 単位： 千円）

１ 年以内
１ 年超
２ 年以内

２ 年超
３ 年以内

３ 年超
４ 年以内

４ 年超
５ 年以内

５ 年超

貯金（ *1） 119,218,998 2,563,976 3,020,525 675,262 597,998 44,192

借入金 1,360,000 2,880 3,255 3,325 3,627 38,770

合　 計 120,578,998 2,566,856 3,023,780 678,587 601,625 82,962
（ ＊１ ） 貯金のう ち、 要求払貯金については「 １ 年以内」

に含めて開示し ていま す。

７ 　 有価証券に関する注記
（ 1 ） 有価証券の時価及び評価差額に関する事項は

次のとおり です。

①　 満期保有目的の債券

満期保有目的の債券において、 種類ご と の貸借

対照表計上額、時価及びこ れら の差額については、

次のと おり です。

８ 　 退職給付に関する注記
（ 1 ） 退職給付に関する注記

１ ． 採用し ている 退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてる ため、 退職給与規程に基

づき 、 退職一時金制度を 採用し ていま す。 ま た、 こ

の制度に加え、 同規程に基づき 退職給付の一部にあ

てる ため全国農林漁業団体共済会と の契約によ る 退

職金共済制度を採用し ていま す。

２ ． 退退職給付債務の期首残高と 期末残高の調整表

期首における 退職給付債務 1,763,110千円

　 勤務費用 78,339千円

　 利息費用 －千円

　 数理計算上の差異の発生額 10,434千円

　 退職給付の支払額 △161,471千円

期末における 退職給付債務 1,690,412千円

３ ． 年金資産の期首残高と 期末残高の調整表

期首における 年金資産 970,050千円

　 期待運用収益 6,305千円

　 数理計算上の差異の発生額 131千円

　 特定退職共済制度への拠出金 59,616千円

　 退職給付の支払額 △111,011千円

期末における 年金資産 925,092千円

４ ． 退職給付債務及び年金資産の期末残高と 貸借対照

表に計上さ れた退職給付引当金の調整表

退職給付債務 1,690,412千円

特定退職共済制度 △925,092千円

未積立退職給付債務 765,320千円

未認識数理計算上の差異 △143,331千円

貸借対照表計上額純額 621,989千円

退職給付引当金 621,989千円

５ ． 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 78,339千円

利息費用 －千円

期待運用収益 △6,305千円

数理計算上の差異の費用処理額 41,153千円

　 合　 計 113,187千円

６ ． 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する 主な分類ご と の比率は、 次

のと おり です。

債券 63％

年金保険投資 28％

現金及び預金 5％

その他 4％

　 合　 計 100％

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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（ 単位： 千円）

種　 類
貸借対照表
計　 上　 額

時　 価 差　 額

時価が貸借対
照表計上額を
超える も の

国 債 5,499,189 5,860,250 361,060

政府保証債 1,400,000 1,405,720 5,720
計 6,899,189 7,265,970 366,780

②　 その他有価証券

その他有価証券において、 種類ご と の取得原価

又は償却原価、 貸借対照表計上額及びこ れら の差

額については、 次のと おり です。

（ 単位： 千円）

種　 類
貸借対照表
計　 上　 額

取得原価又
は償却原価

評価差額（ *）

貸借対照表計上額が取得原価
又は償却原価を 超えないも の

国 債 10,034 10,052 △18
計 10,034 10,052 △18

（ ＊） なお、 上記の評価差額から 繰延税金資産５ 千円を 差

し 引いた額　 △13千円が「 その他有価証券評価差額金」

に含ま れていま す。

８ 　 退職給付に関する注記
（ 1 ） 退職給付に関する注記

１ ． 採用し ている 退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてる ため、 退職給与規程に基

づき 、 退職一時金制度を採用し ていま す。 ま た、 こ

の制度に加え、 同規程に基づき 退職給付の一部にあ

てる ため全国農林漁業団体共済会と の契約によ る 退

職金共済制度を 採用し ていま す。

２ ． 退退職給付債務の期首残高と 期末残高の調整表

期首における 退職給付債務 1,859,951千円

　 勤務費用 83,909千円

　 利息費用 －千円

　 数理計算上の差異の発生額 △5,462千円

　 退職給付の支払額 △175,288千円

期末における 退職給付債務 1,763,110千円

３ ． 年金資産の期首残高と 期末残高の調整表

期首における 年金資産 1,029,541千円

　 期待運用収益 7,206千円

　 数理計算上の差異の発生額 △575千円

　 特定退職金共済制度への拠出金 60,798千円

　 退職給付の支払額 △126,920千円

期末における 年金資産 970,051千円

４ ． 退職給付債務及び年金資産の期末残高と 貸借対照

表に計上さ れた退職給付引当金の調整表

退職給付債務 1,763,110千円

特定退職金共済制度 △970,051千円

未積立退職給付債務 793,059千円

未認識数理計算上の差異 △174,181千円

貸借対照表計上額純額 618,878千円

退職給付引当金 618,878千円

７ ． 長期期待運用収益率の設定方法に関する 記載

年金資産の長期期待運用収益率を 決定する ため、

現在及び予想さ れる 年金資産の配分と 年金資産を構

成する 多様な資産から の現在及び将来期待さ れる 長

期の収益率を 考慮し ていま す。

８ ． 割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する 事項

割引率 0.00％

長期期待運用収益率 0.65％

（ 2 ） 特例業務負担金の将来見込額

人件費には、 厚生年金保険制度及び農林漁業団体

職員共済組合制度の統合を図る ための農林漁業団体

職員共済組合法等を廃止する 等の法律附則第57条に

基づき 、 旧農林共済組合（ 存続組合） がおこ なう 特

例年金等の業務に要する 費用に充てる ため拠出し た

特例業務負担金26,696千円を含めて計上し ていま す。

なお、 同組合よ り 示さ れた令和５ 年３ 月現在にお

ける 令和14年３ 月ま での特例業務負担金の将来見

込額は、 248,079千円と なっ ていま す。

９ 　 税効果会計に関する注記
（ 1 ） 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別

の主な内訳等

繰延税金資産

貸倒引当金超過額 88,775千円

賞与引当金超過額 18,318千円

役員退職慰労引当金超過額 10,870千円

退職給付引当金超過額 170,795千円

未収収益 15,393千円

減価償却否認額 72,077千円

減損損失 157,964千円

その他 　 　 44,645千円

繰延税金資産小計 578,837千円

評価性引当額  △ 539,340千円

繰延税金資産合計（ Ａ ） 39,497千円

繰延税金負債

資産除去費用有形資産計上額  　 △ 3,005千円

繰延税金負債合計（ Ｂ ）  　 △ 3,005千円

繰延税金資産の純額（ Ａ ） + （ Ｂ ） 36,491千円

（ 2 ） 法定実効税率と 法人税等負担率と の差異の主

な原因

法定実効税率 27.46％

（ 調整）

交際費等永久に損金に算入さ れない項目 1.40％

受取配当金等永久に益金に算入さ れない項目 △26.33％

住民税均等割等 1.69％

評価性引当額の増減 7.62％

促進税制特別控除 △1.07％

子会社清算に伴う 税務調整額 △1.09％

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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５ ． 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 83,909千円

利息費用 －

期待運用収益 △7,206千円

数理計算上の差異の費用処理額 41,977千円

　 合　 計 118,680千円

６ ． 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する 主な分類ごと の比率は、 次

のと おり です。

債券 64％

年金保険投資 27％

現金及び預金 4％

その他 5％

　 合　 計 100％

７ ． 長期期待運用収益率の設定方法に関する 記載

年金資産の長期期待運用収益率を 決定する ため、

現在及び予想さ れる 年金資産の配分と 年金資産を構

成する 多様な資産から の現在及び将来期待さ れる 長

期の収益率を考慮し ていま す。

８ ． 割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する 事項

割引率 0.00％

長期期待運用収益率 0.70％

（ 2 ） 特例業務負担金の将来見込額

人件費には、 厚生年金保険制度及び農林漁業団体

職員共済組合制度の統合を 図る ための農林漁業団体

職員共済組合法等を 廃止する 等の法律附則第57条

に基づき 、 旧農林共済組合（ 存続組合） がおこ なう

特例年金等の業務に要する 費用に充てる ため拠出し

た特例業務負担金 22,349千円を含めて計上し ていま

す。

なお、 同組合よ り 示さ れた令和４ 年３ 月現在にお

ける 令和14年３ 月ま での特例業務負担金の将来見

込額は、 231,351千円と なっ ていま す。

９ 　 税効果会計に関する注記
（ 1 ） 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別

の主な内訳等

繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

繰延税金資産

　 貸倒引当金超過額 90,966千円

　 賞与引当金超過額 15,864千円

　 役員退職慰労引当金超過額 9,591千円

　 退職給付引当金超過額 166,239千円

　 未収収益 15,199千円

　 減価償却否認額 59,918千円

　 減損損失 7,616千円

その他 184,200千円

その他 △0.84％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.85％

（ 3 ） 税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金

負債への影響額 

当事業年度において、 みやぎ発展税の課税実施期

間が５ 年間延長さ れていま す。 ま た子会社の譲受に

よ り グループ通算納税から 単体納税に変更と なって

おり ま す。 こ れに伴い、 繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算に使用する 法定実効税率について、 令和

４ 年４ 月１ 日から 令和９ 年３ 月31日ま での間に開

始する 事業年度については前事業年度の 28.56 ％か

ら 27.46 ％に変更さ れま し たが、 その影響額は軽微

です。 なお、 令和９ 年４ 月１ 日以降開始する 事業年

度の法定実効税率は前事業年度ど おり 27.23％です。

10 　 賃貸等不動産に関する注記
（ 1 ） 賃貸等不動産の状況に関する事項

当組合では、 柴田町その他の地域において保有す

る 土地、 建物を賃貸の用に供し ていま す。

（ 2  ） 賃貸等不動産の時価に関する事項
（ 単位： 千円）

貸借対照表計上額 時　 　 価

1,237,320 937,701

（ 注１ ） 貸借対照表計上額は、 取得原価から 減価償却累計

額を 控除し た金額です。

（ 注２ ） 当事業年度末の時価は、 主と し て固定資産税評価

額に基づいて当組合で算定し た金額です。

11 　 収益認識に関する注記
「 重要な会計方針に係る 事項に関する 注記（ ５ ） 収

益及び費用の計上基準」 に同一の内容を記載し てい

る ため、 注記を省略し ており ま す。

12 　 資産除去債務に関する注記
資産除去債務のう ち貸借対照表に計上し ている も の

１ ． 当該資産除去債務の概要

当組合の丸森地区事業本部構内舗装、 漬物セン

タ ー工場、 槻木支店、 やすら ぎホールかわさ き 、 蔵

王直売センタ ーは、 土地所有者と の事業用定期借地

権契約及び土地賃貸契約を締結し ており 、 賃借期間

満了によ る 原状回復義務に関し 資産除去債務を 計上

し ていま す。

２ ． 当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積にあたり 、 支出ま での見込期

間は 11年～34年、 割引率は 0.75 ％～1.93 ％を 採用

し ていま す。

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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繰延税金資産小計 549,593千円

評価性引当額 △ 501,777千円

繰延税金資産合計（ A ） 47,816千円

繰延税金負債

資産除去費用有形資産計上額 △ 2,251千円

繰延税金負債合計（ B） △ 2,251千円

繰延税金資産の純額（ A ）+（ B） 45,564千円

（ 2 ） 法定実効税率と 法人税等負担率と の差異の主

な原因

法定実効税率 28.56％

（ 調整）

交際費等永久に損金に算入さ れない項目 1.02％

受取配当金等永久に益金に算入さ れない項目 △ 3.21％

住民税均等割等 1.18％

評価性引当額の増減 4.23％

連結納税調整 △5.28％

その他 △0.46％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.96％

10 　 賃貸等不動産に関する注記
（ 1 ） 賃貸等不動産の状況に関する事項

当組合では、 柴田町その他の地域において保有す

る 土地、 建物を 賃貸の用に供し ていま す。

（ 2  ） 賃貸等不動産の時価に関する事項
（ 単位： 千円）

貸借対照表計上額 時　 　 価

1,673,065 1,163,386

（ 注１ ） 貸借対照表計上額は、 取得原価から 減価償却累計

額を控除し た金額です。

（ 注２ ） 当事業年度末の時価は、 主と し て固定資産税評価

額に基づいて当組合で算定し た金額です。

11 　 収益認識に関する注記
「 重要な会計方針に係る 事項に関する 注記（ ５ ） 収

益及び費用の計上基準」 に同一の内容を記載し てい

る ため、 注記を 省略し ており ま す。

12 　 資産除去債務に関する注記
資産除去債務のう ち貸借対照表に計上し ている も の

１ ． 当該資産除去債務の概要

当組合の丸森地区事業本部構内舗装、 漬物セン

タ ー工場、 槻木支店は、 土地所有者と の事業用定期

借地権契約及び土地賃貸契約を 締結し ており 、 賃借

期間満了によ る 原状回復義務に関し 資産除去債務を

計上し ていま す。

２ ． 当該資産除去債務の金額の算定方法

３ ． 当事業年度末における 当該資産除去債務の総額の

増減

期首残高 11,140千円

　 時の経過によ る 調整額 214千円

　 子会社譲受によ る 増加額 6,162千円

　 該当施設計上額 15,670千円

期末残高 33,186千円

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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資産除去債務の見積にあたり 、 支出ま での見込期

間は 11年～34年、 割引率は 0.75 ％～1.25 ％を 採用

し ていま す。

３ ． 当事業年度末における 当該資産除去債務の総額の

増減

期首残高 18,930千円

時の経過によ る 調整額 103千円

除去債務の消滅によ る 減少額 △7,893千円

期末残高 11,140千円

前年度（ 令和３ 年度）
令和３ 年４ 月１ 日から令和４ 年３ 月3 1日

本年度（ 令和４ 年度）
令和４ 年４ 月１ 日から令和５ 年３ 月3 1日
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